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目

次

規

則
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
長

寿

社

会

課
）

一

告

示
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定

（

〃

）

二

介
護
保
険
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

の
指
定

（
高
齢
者
福
祉
課
）

二

結
核
予
防
法
の
規
定
に
よ
り
医
療
を
担
当
す
る
機
関
の
指
定

（
薬

事

衛

生

課
）

二

結
核
予
防
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
辞
退

（

〃

）

三

保
安
林
の
指
定

（
森

林

整

備

課
）

三

保
安
林
の
指
定
の
解
除

（

〃

）

四

特
定
調
達
公
告

緊
急
時
連
絡
用
電
話
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
シ
ス
テ
ム
の
賃
貸
借
に

係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
等

（
環

境

政

策

課
）

四

公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し

◇
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
号
）

一

規
則
の
概
要

生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
申
請
書
（
様
式
第
十
三
号
）
に
添
付
す
る
同
意
書
の
様
式
を
整
備

す
る
こ
と
と
し
た
。

二

施
行
期
日

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

規

則

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
規
則
第
三
号

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
島
根
県
規
則
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
十
三
号
の
別
添
3
中

「
保
護
の
決
定
又
は
実
施
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
私
及
び
私
の
世
帯
員
の
資
産
及
び

収
入
の
状
況
に
つ
き
、
貴
福
祉
事
務
所
が
官
公
署
に
調
査
を
嘱
託
し
、
又
は
銀
行
、
信
託
会
社
、

私
若
し
く
は
私
の
世
帯
員
の
雇
主
、
そ
の
他
の
関
係
人
に
報
告
を
求
め
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。
」

を

「
保
護
の
決
定
又
は
実
施
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
私
及
び
私
の
世
帯
員
（
以
下

「
私
等
」
と
い
う
。
）
の
資
産
及
び
収
入
の
状
況
に
つ
き
、
貴
福
祉
事
務
所
が
官
公
署
に

調
査
を
嘱
託
し
、
又
は
銀
行
、
信
託
会
社
、
私
若
し
く
は
私
の
世
帯
員
の
雇
主
、
そ
の
他

の
関
係
人
（
以
下
「
銀
行
等
」
と
い
う
。
）
に
報
告
を
求
め
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。

ま
た
、
貴
福
祉
事
務
所
の
調
査
嘱
託
又
は
報
告
要
求
に
対
し
、
官
公
署
又
は
銀
行
等
が

報
告
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
私
等
が
同
意
し
て
い
る
旨
を
官
公
署
又
は
銀
行
等
に
伝
え
て

構
い
ま
せ
ん
。

」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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第
一
、
四
四
三
号

平
成
十
五
年
二
月
十
二
日

（
水
曜
日
）



（ 2 ）

告

示

島
根
県
告
示
第
百
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同

法
に
よ
る
介
護
扶
助
を
担
当
す
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
百
十
四
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す

る
。

平
成
十
五
年
二
月
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
百
十
五
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
三

十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
医
療
を
担
当
す
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
結
核
予

防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義
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指
定
訪
問
看
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

居
宅
介
護
事
業
所

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

実
施
す
る
事
業

指
定
年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

有
限
会
社

幸
久
の
家

大
田
市
大
田
町
吉
永
一
五
八
五－

三

居
宅
介
護
支
援
事
業

幸
久
の
家

居
宅
介
護
支
援
事
業

所

大
田
市
大
田
町
吉
永
一
五
八
五－

三

平
成
十
四
年
十
二
月
一
日

有
限
会
社

幸
久
の
家

大
田
市
大
田
町
吉
永
一
五
八
五－

三

通
所
介
護

幸
久
の
家

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

大
田
市
大
田
町
吉
永
一
五
八
五－

三

平
成
十
四
年
十
二
月
一
日

ひ
か
わ
医
療
生
活
協
同
組
合

簸
川
郡
斐
川
町
大
字
直
江
町
四
九

一
一

訪
問
介
護

ひ
か
わ
生
協
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ

ョ
ン

あ
お
ぞ
ら

簸
川
郡
斐
川
町
大
字
直
江
町
一
〇

二
〇
番
地

平
成
十
四
年
十
二
月
一
日

事
業
者
の
名
称

指
定
し
た

事

業

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

特
定
非
営
利
活
動

法
人

陽
だ
ま
り

通
所
介
護

指
定
通
所
介
護
事
業

所

陽
だ
ま
り

益
田
市
赤
城
町
一

一
番
四
〇
号

平
成
十
五
年
二
月

一
日

指
定
医
療
機
関
の
名
称

指
定
医
療
機
関
の
所
在
地

指

定

年

月

日

日
本
調
剤
灘
町
薬
局

松
江
市
灘
町
一
〇
四

平
成
十
四
年
十
一
月
五
日

出
雲
薬
局

出
雲
市
姫
原
一
丁
目
五－

六

平
成
十
四
年
十
一
月
七
日



（ 3 ）

島
根
県
告
示
第
百
十
六
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
が
次
の
と
お
り
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
四
十
二

号
）
第
二
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
百
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
林

の
指
定
を
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
十
五
年
二
月
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
の
所
在
場
所

那
賀
郡
弥
栄
村
大
字
田
野
原
三
一
九
、
八
二
八
の
一
か
ら
八
二
八
の
三
ま
で

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

（ ）一

立
木
の
伐
採
の
方
法

1

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

2

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

3

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（ ）二

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法

期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
弥
栄
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
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ハ
ー
ブ
薬
局
本
庄
店

松
江
市
本
庄
町
五
三
一

平
成
十
四
年
十
二
月
二
日

桜
江
歯
科
医
院

邑
智
郡
桜
江
町
大
字
川
戸
一

〇
二－

五

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
七
日

調
剤
薬
局
ケ
イ

安
来
市
赤
江
町
一
四
四
七－

一

平
成
十
五
年
一
月
一
日

調
剤
薬
局
ケ
イ
十
神
店

安
来
市
南
十
神
町
一
四－

一

平
成
十
五
年
一
月
一
日

医
療
法
人
福
田
内
科
医
院

松
江
市
北
堀
町
三
三－

二
三

平
成
十
五
年
一
月
一
日

医
療
法
人
板
垣
医
院

出
雲
市
里
方
町
八
七
二

平
成
十
五
年
一
月
一
日

み
か
わ
調
剤
薬
局

浜
田
市
内
村
町
七
七
二－

二

平
成
十
五
年
一
月
一
日

医
療
法
人
順
正
会
す
み
か
わ

ク
リ
ニ
ッ
ク

益
田
市
東
町
二－

九

平
成
十
五
年
一
月
一
日

田
井
診
療
所

飯
石
郡
吉
田
村
大
字
深
野
六

一－

四

平
成
十
五
年
一
月
六
日

指
定
医
療
機
関
の
名
称

指
定
医
療
機
関
の
所
在
地

辞

退

年

月

日

日
本
調
剤
灘
町
薬
局

松
江
市
灘
町
一
〇
四

平
成
十
四
年
十
二
月
三
日

福
田
内
科
医
院

松
江
市
北
堀
町
三
三－

二
三

平
成
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日

板
垣
医
院

出
雲
市
里
方
町
八
七
二

平
成
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日

み
か
わ
調
剤
薬
局

浜
田
市
内
村
町
七
七
二－

二

平
成
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日

す
み
か
わ
ク
リ
ニ
ッ
ク

益
田
市
東
町
二－

九

平
成
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日

田
井
診
療
所

飯
石
郡
吉
田
村
大
字
深
野
七

一－

二

平
成
十
五
年
一
月
五
日



（ 4 ）

覧
に
供
す
る
。
）

島
根
県
告
示
第
百
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
十
二
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

那
賀
郡
弥
栄
村
大
字
小
坂
一
〇
六
五
の
六
、
一
〇
六
五
の
八
、
一
一
四
五
の
六
か
ら
一
一
四
五
の
八

ま
で
、
一
一
四
七
の
三
か
ら
一
一
四
七
の
五
ま
で
、
一
一
四
九
の
一
〇

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め特

定

調

達

公

告

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特

例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
7
年
政
令
第
372号

）
第
11条
及
び
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
に
係

る
島
根
県
会
計
規
則
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
7
年
島
根
県
規
則
第
83号
）
第
9
条
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
15年

2
月
12日

島
根
県
知
事

澄
田

信
義

1
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

緊
急
時
連
絡
用
電
話
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
シ
ス
テ
ム
一
式

（
機
器
調
達
、
設
置
、
配
線
、
調
整
、
保
守
等
一
式
）

2
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

島
根
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
島
根
県
松
江
市
殿
町
1
番
地

3
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
15年

1
月
27日

4
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

和
幸
電
通
株
式
会
社
代
表
取
締
役
山
下
裕
國
島
根
県
松
江
市
古
志
原
二
丁
目
22番
14号

5
落
札
金
額

670,000円

6
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

7
特
例
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
14年
12月
17日

平
成
十
五
年
二
月
十
二
日
印
刷

平
成
十
五
年
二
月
十
二
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

印

刷

松
江
市
殿
町

松
江
市
学
園
南

島

根

県

庁

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円
（
送
料
共
）

毎
週
火

金
曜
日
発
行
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